
（現状）

（今回の提言）

脳死とされうる状態→
家族への説明・承諾

法的脳死判定
（第１回目）

法的脳死判定第２回目終
了後、レシピエントの意思
確認を開始

法的脳死判定第１回目終了
後にレシピエントの意思確認
を開始する形とすべき。

法的脳死判定
（第２回目）

６時間以上（６歳未満の場
合は２４時間以上）

提言①（レシピエント意思確認早期化関係）

→ 「法的に死亡が確定するのは第２回目の判定終了時になること」
「臓器提供自体はまだ確定ではないこと」
を伝えることを条件とした上で取扱を変更することが考えられるが、どうか。

特段文書化したものはないが、ＪＯＴにおけ
る事実上の運用として、法的脳死判定第２
回目終了以降に意思確認を行っている。
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